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承第１２号 

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年８月 日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一    

   美濃加茂市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一 

部を改正する条例について 

 美濃加茂市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例を下記のとおり制定する。 

                  記 

美濃加茂市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例 

 美濃加茂市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年美

濃加茂市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」

という。）第９条第２項に基づく個人番号の

利用及び法第１９条第１１号に基づく特定

個人情報の提供に関し必要な事項を定める

ものとする。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」

という。）第９条第２項に基づく個人番号の

利用及び法第１９条第１０号に基づく特定

個人情報の提供に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１１号に規定する条例 第５条 法第１９条第１０号に規定する条例
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で定める特定個人情報を提供することがで

きる場合は、別表第３の情報照会機関の欄に

掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲

げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事

務を処理するために必要な同表の特定個人

情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の情報提供機関の欄

に掲げる機関が当該特定個人情報を提供す

るときとする。 

で定める特定個人情報を提供することがで

きる場合は、別表第３の情報照会機関の欄に

掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲

げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事

務を処理するために必要な同表の特定個人

情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の情報提供機関の欄

に掲げる機関が当該特定個人情報を提供す

るときとする。 

２ （略） ２ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。 
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承第１３号 

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年７月２７日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一    

   美濃加茂市手数料条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市手数料条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

                  記 

美濃加茂市手数料条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市手数料条例（平成１２年美濃加茂市条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条） 

事務の種

類 

事務の内

容 

手数料

の名称 

単

位 

金

額 

（略） 

５ 住民

基本台

帳法

（昭和

４２年

法律第

８１

号。以

下この

項にお

（略） 

別表（第２条関係） 

事務の種

類 

事務の内

容 

手数料

の名称 

単

位 

金

額 

（略） 

５ 住民

基本台

帳法

（昭和

４２年

法律第

８１

号。以

下この

項にお

（略） 
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いて

「法」

とい

う。）

の施行

に関す

る事務 

いて

「法」

とい

う。）

の施行

に関す

る事務 

６ 行政

手続に

おける

特定の

個人を

識別す

るため

の番号

の利用

等に関

する法

律（平

成２５

年法律

第２７

号。以

下この

項にお

いて

「法」

とい

う。）

の施行

に関す

る事務 

法第２条

第７項に

規定する

個人番号

カードの

再交付

（追記欄

の余白が

なくなっ

た場合、

個人番号

若しくは

住民票コ

ードの変

更により

返納した

場合、市

若しくは

地方公共

団体情報

システム

機構の過

失による

誤交付又

は国外転

出により

返納した

場合を除

く。） 

個人番

号カー

ド再交

付手数

料 

１

枚

に

つ

き 

８

０

０

円 
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６ 道路

運送車

両法

（昭和

２６年

法律第

１８５

号。以

下この

項にお

いて

「法」

とい

う。）

の施行

に関す

る事務 

（略） 

７ 各種

証明等

に関す

る事務

（１の

項から

６の項

までに

掲げる

事務に

関する

ものを

除

く。） 

７ 道路

運送車

両法

（昭和

２６年

法律第

１８５

号。以

下この

項にお

いて

「法」

とい

う。）

の施行

に関す

る事務 

（略） 

８ 各種

証明等

に関す

る事務

（１の

項から

７の項

までに

掲げる

事務に

関する

ものを

除

く。） 

   附 則 

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。 
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承第１４号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年７月７日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -



- 11 -



- 12 -



- 13 -



- 14 -



- 15 -



- 16 -



- 17 -



- 18 -



- 19 -



- 20 -



- 21 -



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -



- 29 -



- 30 -



- 31 -



- 32 -



承第１５号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年７月３０日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第４５号 

   美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一 

部を改正する条例について 

 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

   美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年美

濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬

の額 

費用

弁償 

（略） 

美濃加茂

市プロポ

ーザル審

査委員会

委員 

（略） （略） 

学校運営

協議会委

員 

美濃加茂市学校

運営協議会の設

置に関する規則

（令和３年美濃

加茂市教育委員

会規則第３号） 

（略） 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬

の額 

費用

弁償 

（略） 

美濃加茂

市プロポ

ーザル審

査委員会

委員 

（略） （略） 

（略） 

   附 則 
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 この条例は、令和３年１０月１日から施行する。 
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議第４６号 

みのかも文化の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

について 

みのかも文化の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を下記のと

おり制定する。 

  令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

記 

みのかも文化の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 みのかも文化の森の設置及び管理に関する条例（平成１２年美濃加茂市条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（休館日） （休館日） 

第４条 文化の森の休館日は、次に定めるとお

りとする。ただし、市長が必要があると認め

るときは、これを変更し、又は臨時に休館す

ることができる。 

第４条 文化の森の休館日は、次に定めるとお

りとする。ただし、市長が必要があると認め

るときは、これを変更し、又は臨時に休館す

ることができる。 

(1) 美濃加茂市民ミュージアム (1) 美濃加茂市民ミュージアム 

ア （略） ア （略） 

イ １２月２９日から翌年１月３日まで イ 年末年始（１２月２９日から翌年１月

３日までをいう。以下同じ。） 

(2) 美濃加茂市教育センター (2) 美濃加茂市教育センター 

ア （略） ア （略） 

イ １２月２９日から翌年１月３日まで イ 年末年始 

（使用期間） （使用期間） 

第８条 許可施設の使用許可を受けたもの（以

下「使用者」という。）は、次の各号に掲げ

る施設について、連続して当該各号の期間を

第８条 許可施設の使用許可を受けたもの（以

下「使用者」という。）は、次の各号に掲げ

る施設について、連続して当該各号の期間を
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超えて使用することができない。 超えて使用することができない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 研修室、会議室、工芸室、陶芸室及び緑

のホール並びに生活体験館及び宿泊アト

リエ棟調理室 ３日間 

(2) 研修室、会議室、工芸室、陶芸室、緑の

ホール及び情報学習室並びに生活体験館

及び宿泊アトリエ棟調理室 ３日間 

(3) （略） (3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

別表（第１１条関係） 別表（第１１条関係） 

１ 研修室等 １ 研修室等 

区分 金額 

８：３

０～１

２：３

０ 

１３：

００～

１７：

００ 

１７：

３０～

２２：

００ 

８：３

０～２

２：０

０ 

延長１

時間に

つき 

（略） 

緑のホー

ル 

（略） 

区分 金額 

８：３

０～１

２：３

０ 

１３：

００～

１７：

００ 

１７：

３０～

２２：

００ 

８：３

０～２

２：０

０ 

延長１

時間に

つき 

（略） 

緑のホー

ル 

（略） 

情報学習

室 

５，６

００円

５，６

００円

６，２

００円

１７，

４００

円

１，６

００円

２ 市民ギャラリー等 ２ 市民ギャラリー等 

（略） （略） 

３ 宿泊アトリエ棟等 ３ 宿泊アトリエ棟等 

（略） （略） 

備考 （略） 備考 （略） 

附 則 

 この条例は、令和３年１０月１日から施行する。 
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議第４７号 

美濃加茂市企業誘致条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市企業誘致条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

                  記 

美濃加茂市企業誘致条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市企業誘致条例（昭和５５年美濃加茂市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 事業所 次に掲げる事業のうち規則で

定めるものを行う事務所、工場その他事業

の用に供する施設をいう。 

(1) 事業所 次に掲げる事業のうち規則で

定めるものを行う事務所、工場その他事業

の用に供する施設をいう。 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

エ 医療 医療業又は保健衛生に関する

事業 

オ （略） エ （略） 

(2)～(8) （略） (2)～(8) （略） 

（指定の要件） （指定の要件） 

第４条 市長は、都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）第８条第１項第１号に定める準

工業地域、工業地域、工業専用地域その他市

長が適当と認める地域内で事業所の新設、増

設又は移設をする者に対して、次の各号に掲

第４条 市長は、都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）第８条第１項第１号に定める準

工業地域、工業地域、工業専用地域その他市

長が適当と認める地域内で事業所の新設、増

設又は移設をする者に対して、次の各号に掲
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げる区分に応じ、当該各号にそれぞれ定める

ものに、前条の奨励措置をする旨の指定をす

ることができる。 

げる区分に応じ、当該各号にそれぞれ定める

ものに、前条の奨励措置をする旨の指定をす

ることができる。 

(1) 一の事業所の新設の場合 (1) 一の事業所の新設の場合 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

エ 第２条第１号エに規定する事業所を

経営する者にあっては、投下固定資産額

が３億円以上であって、かつ、３０人以

上の常時雇用する従業員を有するもの 

オ 第２条第１号オに規定する事業所を

経営する者にあっては、投下固定資産額

が３億円以上であって、かつ、１０人以

上の常時雇用する従業員を有するもの 

エ 第２条第１号エに規定する事業所を

経営する者にあっては、投下固定資産額

が３億円以上であって、かつ、１０人以

上の常時雇用する従業員を有するもの 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

（奨励措置の対象の指定） （奨励措置の対象の指定） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 市長は、前項の指定をしようとするとき

は、あらかじめ美濃加茂市企業誘致推進委員

会（第９条第１項を除き、以下「委員会」と

いう。）の意見を聴くものとする。 

２ 市長は、前項の指定をしようとするとき

は、あらかじめ美濃加茂市企業誘致推進委員

会（第８条第１項を除き、以下「委員会」と

いう。）の意見を聴くものとする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４８号 

   美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

について 

 美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を下記のと

おり制定する。 

  令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                  記 

   美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例（平成２７年美濃加茂市条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（保育園の名称等） （保育園の名称等） 

第３条 保育園の名称、位置及び定員は、次の

とおりとする。 

第３条 保育園の名称、位置及び定員は、次の

とおりとする。 

名称 位置 定員 

（略） 

太田第二

保育園 

（略） 

あじさい

保育園 

美濃加茂市田島町二丁目２

番３８号 

１８０

人

加茂野保

育園 

（略） 

（略） 

名称 位置 定員 

（略） 

太田第二

保育園 

（略） 

古井第一

保育園 

美濃加茂市本郷町二丁目８

番１号 

１４５

人

古井第二

保育園 

美濃加茂市古井町下古井２

０７番地 

８０人

蜂屋保育

園 

美濃加茂市蜂屋町中蜂屋４

４７４番地 

９５人

加茂野保

育園 

（略） 

（略） 
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     附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ あじさい保育園の入園の申込みその他必要な準備行為は、この条例の施行前に

おいても、行うことができる。 
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議第４９号 

   美濃加茂市子育て支援拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を 

改正する条例について 

 美濃加茂市子育て支援拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を下記のとおり制定する。 

  令和３年９月１日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

美濃加茂市子育て支援拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 （美濃加茂市子育て支援拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市子育て支援拠点施設の設置及び管理に関する条例（平成２５年

美濃加茂市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 地域における子育て支援を積極的に

推進するため、美濃加茂市子育て支援拠点施

設（以下「拠点施設」という。）を設置する。

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第６条の３第６項に規定する地域子育て

支援拠点事業を行うことにより、地域におけ

る子育て支援を積極的に推進するため、美濃

加茂市子育て支援拠点施設（以下「拠点施設」

という。）を設置する。 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 拠点施設の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

第２条 拠点施設の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

名称 位置 

美濃加茂市子育て支援セン

ター ほたるの広場 

（略） 

美濃加茂市子育て支援セン美濃加茂市健康の

名称 位置 

美濃加茂市子育て支援セン

ター ほたるの広場 

（略） 
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ター にじいろ広場 まち一丁目２番地 

（職員） （職員） 

第３条 拠点施設に、センター長その他必要な

職員を置くことができる。 

第３条 拠点施設に、センター長その他必要な

職員を置く。 

（休館日） （休館日） 

第４条 拠点施設の休館日は、次に定めるとお

りとする。ただし、市長が必要があると認め

るときは、これを変更し、又は臨時に休館す

ることができる。 

第４条 拠点施設の休館日は、美濃加茂市の休

日を定める条例（平成元年美濃加茂市条例第

２４号）第１条第１項に定める市の休日とす

る。ただし、市長が必要があると認めるとき

は、これを変更し、又は臨時に休館すること

ができる。 

(1) 美濃加茂市子育て支援センター ほた

るの広場 美濃加茂市の休日を定める条

例（平成元年美濃加茂市条例第２４号）第

１条第１項に定める市の休日 

(2) 美濃加茂市子育て支援センター にじ

いろ広場 月曜日及び日曜日並びに１２

月２９日から翌年１月３日まで 

 （事業の内容）  （事業の内容） 

第６条 市長は、拠点施設において次に掲げる

事業を行う。 

第６条 市長は、拠点施設において次に掲げる

事業を行う。 

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第６条の３第６項に規定する地域子育

て支援拠点事業 

(1) 乳児又は幼児及びその保護者の相互の

交流の促進に関する事業 

 (2) 子育てについての相談、情報の提供、助

言その他の援助に関する事業 

(2) 子育てサークル及び地域における親子

の育ちを支援する団体並びに子育てボラ

ンティアの育成及び支援に関する事業 

(3) 子育てサークル及び地域における親子

の育ちを支援する団体（以下「子育てサー

クル等」という。）並びに子育てボランテ

ィアの育成及び支援に関する事業 

(3) 前２号に掲げるもののほか、子育て支援

に関する事業 

(4) 前３号に掲げるもののほか、子育て支援

に関する事業 

  （利用者の範囲） 
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 第７条 （略） 

（利用の制限）  （利用の制限） 

第７条 利用者は、職員の指示に従うととも

に、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、拠点施設を利用させない

ことができる。 

 (1) 拠点施設内の構造物若しくはその附属

物又は物品を毀損し、又は汚損しないこ

と。 

 (1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれ

があるとき。 

 (2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をし

ないこと。 

 (2) 建物又は設備を毀損するおそれがある

とき。 

 (3) 他人に危害を加えるおそれがあると認

められる刃物、鈍器等その他の物を携帯し

ないこと。 

 (3) 拠点施設の管理運営上支障を来すおそ

れがあるとき。 

 (4) 入場を制限された区域には立ち入らな

いこと。 

 (4) その他拠点施設を利用させることが適

当でないと認めたとき。 

(5) 拠点施設内において、許可なく物品等を

販売し、又は寄附の募集を行わないこと。

(6) 拠点施設内において、許可なく印刷物、

ポスター類を掲示し、又は配布しないこ

と。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の

管理及び運営に関し市長が行う必要な指

示に従うこと。 

２ 市長は、前項の規定に違反した者に対し

て、職員をしてその行為をやめさせることを

指示させ、これに従わないときは、拠点施設

から退去することを命ずることができる。 

 （損害賠償の義務）  （損害賠償の義務） 

第８条 （略） 第９条 （略） 

 （委任）  （委任） 

第９条 （略） 第１０条 （略） 

第２条 美濃加茂市子育て支援拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を次の

ように改正する。 
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改正後 改正前 

（休館日） （休館日） 

第４条 拠点施設の休館日は、次に定めるとお

りとする。ただし、市長が必要があると認め

るときは、これを変更し、又は臨時に休館す

ることができる。 

第４条 拠点施設の休館日は、次に定めるとお

りとする。ただし、市長が必要があると認め

るときは、これを変更し、又は臨時に休館す

ることができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 美濃加茂市子育て支援センター にじ

いろ広場 月曜日及び１２月２９日から

翌年１月３日まで 

(2) 美濃加茂市子育て支援センター にじ

いろ広場 月曜日及び日曜日並びに１２

月２９日から翌年１月３日まで 

附 則 

この条例中第１条の規定は令和４年１月４日から、第２条の規定は同年４月１日

から施行する。 
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議第５０号 

美濃加茂市保健センター設置条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市保健センター設置条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

                  記 

美濃加茂市保健センター設置条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市保健センター設置条例（昭和５８年美濃加茂市条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

美濃加茂市保健センターの設置及び管

理に関する条例 

美濃加茂市保健センター設置条例 

（目的） （目的） 

第１条 市民の健康の保持及び増進を図るた

め、地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、美濃加茂市

保健センター（以下「保健センター」という。）

を設置する。 

第１条 市民の健康の保持及び増進を図るた

め、美濃加茂市保健センター（以下「保健セ

ンター」という。）を設置する。 

（位置） （位置） 

第２条 保健センターの位置は、美濃加茂市健

康のまち一丁目２番地とする。 

第２条 保健センターの位置は、美濃加茂市太

田町３４２５番地の１とする。 

 （職員） （職員） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

 （事業の内容） 

第４条 市長は、保健センターにおいて、市民

に対し、健康相談、保健指導及び健康診査そ

の他地域保健に関し必要な事業を行うもの

とする。 
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 （休館日） 

第５条 保健センターの休館日は、美濃加茂市

の休日を定める条例（平成元年美濃加茂市条

例第２４号）第１条第１項に定める市の休日

とする。ただし、市長が必要があると認める

ときは、これを変更し、又は臨時に休館する

ことができる。 

（開館時間） 

第６条 保健センターの開館時間は、午前８時

３０分から午後５時１５分までとする。ただ

し、市長が必要があると認めるときは、これ

を変更することができる。 

（利用の制限） 

第７条 利用者は、職員の指示に従うととも

に、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

(1) 保健センター内の構造物若しくはその

附属物又は物品を毀損し、又は汚損しない

こと。 

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をし

ないこと。 

(3) 他人に危害を加えるおそれがあると認

められる刃物、鈍器等その他の物を携帯し

ないこと。 

(4) 入場を制限された区域には立ち入らな

いこと。 

(5) 保健センター内において、許可なく物品

等を販売し、又は寄附の募集を行わないこ

と。 

(6) 保健センター内において、許可なく印刷

物、ポスター類を掲示し、又は配布しない

こと。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、保健センタ

ーの管理及び運営に関し市長が行う必要
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な指示に従うこと。 

２ 市長は、前項の規定に違反した者に対し

て、職員をしてその行為をやめさせることを

指示させ、これに従わないときは、保健セン

ターから退去することを命ずることができ

る。 

 （損害賠償の義務） 

第８条 利用者は、建物又は設備を毀損し、汚

損し、又は滅失したときは、これを現状に復

し、又はその損害を賠償しなければならな

い。ただし、市長がやむを得ない事由がある

と認めたときは、この限りでない。 

（委任） （委任） 

第９条 （略） 第４条 （略） 

   附 則 

この条例は、令和４年１月４日から施行する。 
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議第５１号 

美濃加茂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

について 

美濃加茂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を下記のと

おり制定する。 

  令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

                  記 

美濃加茂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年美濃加茂市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係） 

取扱区分 手数料の額 

（略） 

粗大ごみ （略） 

特定ごみ １品目に添付する市の指定する

シール１枚につき１０キログラ

ムごとに５００円 

市が設置する

施設に持ち込

まれたがれき

類 

（略） 

取扱区分 手数料の額 

（略） 

粗大ごみ （略） 

市が設置する

施設に持ち込

まれたがれき

類 

（略） 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議第５２号 

令和３年度美濃加茂市一般会計補正予算（第７号） 

令和３年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１４，３１５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４，６１３，３１７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。  

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和３年９月１日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第５３号 

令和３年度美濃加茂市国民健康保険会計補正予算（第１号） 

令和３年度美濃加茂市の国民健康保険会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７，５４０千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，２０８，５９４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和３年９月１日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第５４号 

令和３年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第１号） 

令和３年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４，４４１千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，０２９，１３６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和３年９月１日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

- 112 -



- 113 -



- 114 -



- 115 -



- 116 -



- 117 -



- 118 -



- 119 -



- 120 -



- 121 -



- 122 -



- 123 -



- 124 -



- 125 -



- 126 -



議第５５号 

財産の取得について 

美濃加茂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年美濃加茂市条例第４号）第３条の規定により、次の財産を取得することに

ついて、議会の議決を求める。 

 令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

１ 取得する財産   美濃加茂市新保健センター等庁用備品 

２ 契約の方法   指名競争入札 

３ 取得価格    金３０，０３０，０００円 

４ 契約の相手方  中部事務機株式会社 東濃支店 

          代表取締役    慶 一 
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議第５６号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和３年９月１日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
本郷７０

２号線 

美濃加茂市本郷町二丁目字二タ子池下１９４８番８地先   

美濃加茂市本郷町二丁目字二タ子池下１９４８番６地先 

２ 
本郷７０

３号線 

美濃加茂市本郷町七丁目字正理８７０番６地先  

美濃加茂市本郷町七丁目字正理８７０番６地先 

３ 
市橋４７

９号線 

美濃加茂市加茂野町市橋字仲屋敷５３６番１地先  

美濃加茂市加茂野町市橋字仲屋敷５３６番６地先 

４ 
加茂野４

８０号線 

美濃加茂市加茂野町加茂野字西野１９６番１７地先 

美濃加茂市加茂野町加茂野字西野１９６番１４地先 
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議第５７号 

美濃加茂市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

美濃加茂市固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

住  所  美濃加茂市野笹町１丁目５番３４号 

氏  名  宮 口 誠 

生年月日  昭和２７年８月２１日 
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議第５８号 

美濃加茂市教育委員会の委員の任命について 

 美濃加茂市教育委員会の委員に下記の者を任命したいから、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、

議会の同意を求める。 

令和３年９月１日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

住  所  美濃加茂市本郷町９丁目９番１７号 

氏  名  武 田 由 美 

生年月日  昭和３７年７月１５日 
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諮第１号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和３年９月１日提出 

                                 美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

住  所  美濃加茂市加茂野町鷹之巣２０６９番地５ 

氏  名  伊 藤 左 千 江 

生年月日    昭和３１年５月１８日 

- 139 -



諮第２号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和３年９月１日提出 

                                 美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

住  所  美濃加茂市伊深町８２２番地１ 

氏  名  木 澤 孝 彦 

生年月日    昭和３１年５月１９日 

- 140 -



諮第３号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和３年９月１日提出 

                                 美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

住  所  美濃加茂市下米田町西脇９７０番地１１ 

氏  名  横 山 俊 二 

生年月日    昭和３０年２月１９日 
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令和２年度美濃加茂市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認 

定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項及び地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和２年度の美濃加茂市

の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに水道事業会計及び下水道事業会計の

決算を、別冊のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

  令和３年９月１日提出 

                   美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

認第 １号 令和２年度美濃加茂市一般会計歳入歳出決算認定について  

認第 ２号 令和２年度美濃加茂市国民健康保険会計歳入歳出決算認定について 

認第 ３号 令和２年度美濃加茂市介護保険会計歳入歳出決算認定について 

認第 ４号 令和２年度美濃加茂市後期高齢者医療会計歳入歳出決算認定について 

認第 ５号 令和２年度美濃加茂市介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計歳

入歳出決算認定について 

認第 ６号 令和２年度美濃加茂市古井財産区会計歳入歳出決算認定について 

認第 ７号 令和２年度美濃加茂市山之上財産区会計歳入歳出決算認定について 

認第 ８号 令和２年度美濃加茂市水道事業会計決算認定について 

認第 ９号 令和２年度美濃加茂市下水道事業会計決算認定について 
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